
令和8年度

委託番号　　　浄　委　　　　　　第 03 号

照
査

設
計

契約締結日の翌日から
令和９年 ３月２４日まで

工
　
期

円

１． 久留米市山本町豊田６１４　　　 放光寺浄水場
２． 久留米市山本町豊田７１７－１　山本配水池
３． 久留米市山本町豊田４８－１０　１系減圧弁室

１．　剪定

業務場所

業　務　名 放光寺浄水場植栽管理業務委託

設　計　金　額

参　考　数　量

設
　
計
　
の
　
大
　
要

（当初設計） （変更設計）

１式

１式

２．　薬剤散布

３．　除草・芝刈

１式



　　久留米市企業局

1頁

直接委託費 1 第１号内訳書

薬剤散布 1 第２号内訳書

除草・芝刈 1 第３号内訳書

小　計

放光寺浄水場植栽管理業務委託

剪定

摘　　　　　　　要金　　　　額

総括書

式

種　　　別 単位

式

細　　　　別 形状寸法 数量

式

単　　　価



　　久留米市企業局

2頁

諸経費 共通仮設費 1

現場管理費 1

一般管理費等 1

計

業務価格

消費税相当額

本委託費

放光寺浄水場植栽管理業務委託

種　　　別 細　　　　別 金　　　　額

式

総括書

単　　　価数量形状寸法 単位 摘　　　　　　　要

式

式

10%



　　久留米市企業局

幹回り

30㎝未満 マツ：4

幹回り

30～60㎝ マツ：6

幹回り

60～90㎝ マキ：13

60～90㎝ キンモクセイ：6、クロガネモチ：2

高さ

2.0ｍ内外 カイズカ：22、ツバキ：10

高さ

玉物剪定 0.9ｍ内外 サツキ：2、ドウダン：2、オオムラサキ：3

高さ

玉物剪定 1.5ｍ内外 ツゲ：4、ヒラド：6

高木剪定（針葉樹）

高木剪定（針葉樹）

剪定

10 株

中低木剪定 32 本

7 株

幹回り

高木剪定（常緑樹） 8 本

13 本

6 本

摘　　　　　　　要

高木剪定（針葉樹） 4 本

第１号内訳書

3頁

種　　　別 細　　　　別 形状寸法 数量 単位 単　　　価 金　　　　額



　　久留米市企業局

ウンナンオウバイ：86、ツツジ：4350

高さ コトネアスター：200、ハギ：347

寄植刈込み 1.2ｍ内外 アベリア：643、ハイネズ・リュウノヒゲ：410

高さ

寄植刈込み 2ｍ内外 アオキ：50、カシ：35、イボタ：12

計

剪定

摘　　　　　　　要

6,036

97 m2

m2

第１号内訳書

4頁

種　　　別 細　　　　別 形状寸法 数量 単位 単　　　価 金　　　　額



　　久留米市企業局

高木スミチオン散布

1000倍液 幹周り

 2.0L/本 0.15～0.3ｍ未満 本×1回/年

高木スミチオン散布

1000倍液 〃

6.8L/本 0.3～0.6ｍ未満 本×1回/年

高木スミチオン散布

1000倍液 〃

16.0L/本 0.6～1.0ｍ未満 本×1回/年

高木スミチオン散布

1000倍液 〃

 28.0L/本 1.0～1.8ｍ未満 本×1回/年

寄植スミチオン散布

1000倍液 高さ

0.6L/㎡ 1.0～2.0ｍ未満 ㎡×1回/年

計

摘　　　　　　　要

薬剤散布

40

73

97

6,133

97 本

6,133 m2

本

73 本

40

4 本 4

第２号内訳書

5頁

種　　　別 細　　　　別 形状寸法 数量 単位 単　　　価 金　　　　額



　　久留米市企業局

芝生地草刈 減圧弁室含む

集草、搬出共 1,041㎡×4回/年

法面草刈

集草、搬出共 730㎡×1回/年

管理道路法面草刈 減圧弁室含む

集草、搬出共 130㎡×4回/年

芝生刈込み

集草、搬出共 1804㎡×4回/年

植込み地除草

集草、搬出共 5592㎡×4回/年

山本配水池

芝生刈込み

集草、搬出共 790㎡×2回/年

山本配水池

緑化工除草

集草、搬出共 563㎡×2回/年

ケーキヤード

芝生地除草

集草、搬出共 125㎡×3回/年

ケーキヤード

植込み地除草

集草、搬出共 238㎡×3回/年

金　　　　額

375

714

除草・芝刈

m2

〃

7,216

4,164

730

〃

1,126 〃

〃

〃

1,580 〃

22,368 〃

520 〃

第３号内訳書

種　　　別 細　　　　別 形状寸法 数量 単位 単　　　価 摘　　　　　　　要

6頁



　　久留米市企業局

ケーキヤード(東側)

植込み地除草

集草、搬出共 86㎡×5回/年

計

除草・芝刈

摘　　　　　　　要金　　　　額

7頁

種　　　別 細　　　　別 形状寸法 数量 単位 単　　　価

第３号内訳書

430 m2



放光寺浄水場植栽管理業務委託仕様書 

 

第一章 一般事項 

 

（適用） 

第１条 本仕様書は放光寺浄水場植栽管理業務委託に適用するものとし、本仕様書・作業技術

基準・図面により業務を行うものとする。 

 

（業務委託の場所） 

第２条 本業務の履行場所は下記のとおり。 

１． 久留米市山本町豊田６１４   放光寺浄水場 

２． 久留米市山本町豊田７１７－１ 山本配水池 

３． 久留米市山本町豊田４８－１０ １系減圧弁室 

 

（施工内容） 

第３条 本植栽管理業務の施工内容は次のとおりとする。 

     １.剪定      年１回（低木の剪定、刈込は６～７月） 

     ２.薬剤散布    年１回 

     ３.除草・芝刈   年４回（５月、７月、９月、１１月） 

（ただし浄水場内法面 年１回 

山本配水池  年２回 

管理道路法面及び水路周り 年４回 

ケーキヤード(東側) 年５回（５月、７月、９月、１１月、３月） 

 

（軽微な変更） 

第４条 設計書及び仕様書に定める範囲内での軽微な変更または業務施工上当然必要なもの

については監督職員と受託人において協議の上施工するものとする。 

 

（疑義の委任） 

第５条 本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合または仕様書の定めのない業務に

ついては監督職員と協議の上、施工するものとする。 

 

（委託料の支払） 

第６条  本業務の支払いは、４回の出来高部分払いとする。ただし、４回目については業務

完了後の支払いで委託料の総額を精算するものとする。この場合において、受託者は

出来高検査願書を提出し、検査を受けなければならない。 

 

（出来高検査の時期） 

第７条 出来高検査の時期は、原則として、除草・芝刈後の１回目、２回目、３回目、業務完

了後とする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。 

 

（暴力団排除に関する事項） 

第８条 受託者は、当該業務の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に 



報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 

 （２）暴力団等から不当要求による被害又は業務の履行妨害を受けた場合は、その旨を速や 

かに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。 

 （３）排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、速やか 

に監督員と工程に関する協議を行うこと。 

（暴力団排除に係る協力業者との契約に関する事項） 

第９条 受托者は、当該業務を履行するにあたり、協力業者と契約を締結するときは、次に掲

げる事項を遵守しなければならない。 

（１）協力業者（二次以降の契約を含む）と契約を締結するときは、その相手として暴力団 

等と関係のある業者を選定してはならない。なお違反した場合は、指名停止措置及び

協力業者との契約の解除を求める場合もあること。 

 （２）協力業者と契約を締結するときは、受託者は、協力業者から「誓約書（協力業者用）」 

を提出させ、その写しを監督員へ提出すること。 

 

（提出書類）         

第１０条 施工に際し次の書類を提出し、その承認を得なければならない。 

（１）着手届        （２）作業計画書      （３）管理日報 

（４）管理記録写真     （５）使用材料等承認申請書(薬剤) 

（６）業務報告書 ※ケーキヤード（東側）の作業が完了後都度提出とする。 

（７）完了届        （８）その他監督職員が指示するもの 

 

（施工期間） 

第１１条 契約締結日の翌日より令和９年３月２４日までとする。 

 

 

第二章 施工 

 

（着手） 

第１条 業務着手は原則として１週間前に監督職員に連絡し協議するものとする。 

 

（技術基準） 

第２条 施工に際しては別紙作業技術基準に基づき実施し、技術基準に定めのないものについ

ては監督職員と協議の上施工するものとする。 

 

（工程） 

第３条 施工工程に際しては樹木毎に応じて適切な時期に行うものとし、事前に監督職員と協

議の上、施工計画書を作成し承諾を受けるものとする。また、薬剤散布に関しては害虫の発生

状況により散布対象及び散布回数を見直すこととする。 

 

（見本作業の提示） 

第４条 作業の種類により必要な場合は作業に先立ち、見本となる作業を監督職員に提示し承   

認を得るものとする。 

 

（剪定枝・集草の処分） 

第５条 剪定枝及び集草後の処分は可燃物の焼却処理施設において実施する。焼却処理施設は



久留米市の一般廃棄物処分許可業者、又は上津・宮ノ陣クリーンセンターに限る。 

 

 

第三章 安全管理 

 

（安全一般） 

第１条 業務の安全に留意して現場管理を行ない災害防止に努めるとともに関連法令を遵守

する。また、薬剤散布については浄水施設内に混入しない方法をとるものとする。 

 

（事故処理及び報告義務） 

第２条 受託者は業務の実施に関連して、事故防止のため必要な措置を講じなければならない。

もし事故が発生したときは、応急措置を講ずると共に事故発生の原因、経過及び被害の内容

等について直ちに監督職員に報告しなければならない。 

 

（施設・樹木等の損傷） 

第３条 作業の実施にあたり施設・樹木を損傷しないよう十分注意して施工するものとし、万

一損傷を及ぼした場合は受託人の負担で原形に復旧するものとする。また、損傷を発見した

場合はすみやかにその状況を監督職員に報告するものとする。 

 

（整理整頓） 

第４条 業務施工中に於いても機械器具、切り枝枯れ草等は交通及び安全上の障害とならない

ように都度整理し、浄水場内は常に整理整頓し施工するものとする。 

 

（後片付け） 

第５条 業務の完了と同時に速やかに不要材料や仮設物を搬出して現場を清掃するものとす

る。 

 

（交通及び保安上の処置） 

第６条 受託者は作業中、交通の妨害、その他公衆に迷惑を及ぼす行為のないようにし交通及

び保安上十分な注意を行うものとする。 

 

（災害時の連絡及び巡回体制） 

第７条 受託者は災害が発生した場合の緊急時には、巡回を行い、安全を確保しその状況をす

みやかに監督職員に報告するものとする。また、昼夜問わず連絡及び巡回ができるような体

制の確立を図っておくものとする。 



























設計年月日

縮尺

設計

製図

検図 承認印 工事名称

図面名称

設計番号

図面番号

放光寺浄水場植栽管理業務委託

箇所名
１ 系減圧弁室他

凡　 　 　 例

植込地除草

1系減圧弁室他除草平面図

芝生刈込・ 除草

管理道路法面草刈

１ ３

久大本線

管理道路

１ 系減圧弁室

記 号 数  量名  称

キンモクセイKi

クロガネモチKu １ 本

１ 本

１ 系減圧弁室

水路周り除草

１ 系減圧弁室


